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資料Ａ 

利用者負担について（案） 

   

 

（１）基本的な考え方 

  ①  利用者負担額は、応能負担とし、現行の利用者負担の水準を基準に市が設定しま

す。 

②  教育標準時間認定（１号）の利用者負担額は、保育認定（２号）の利用者負担額

を上回らないように設定する予定です。 

③  保育認定（２号・３号）の利用者負担額は、原則、現行の保育所保育料と同等と

する予定です。 

 

（２）教育標準時間認定（１号）の月額利用者負担（仮設定案）について 

 

階 層 区 分（８階層） 新制度月額利用者負担（仮設定案） 

１ 生活保護世帯 ０円 

２－１ 市民税非課税母子等 ０円 

２－２ 市民税非課税一般  ２，９００円 

２－３ 市民税均等割額のみ ７，５００円 

３－１ 市民税所得割課税額４８,６００円未満  ９，８００円 

３－２ 市民税所得割課税額７７,１００円以下 １４，５００円 

４ 市民税所得割課税額２１１,２００円以下 １８，９００円 

５ 市民税所得割課税額２１１,２０１円以上 ２４，１００円 

  

以下については、現時点での案です。最終的には予算審議を経て決定しますので、

今後変更となる場合があります。 
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（３）保育認定（２号・３号）の月額利用者負担（仮設定案）について 

  ①新制度での利用料は、これまでと同様に所得に応じた負担となりますが、算定方法

が変更される予定です。これまでは、主に前年の所得税額を用いて保育料を決定  

していましたが、新制度では主に市民税を用いて決定する予定です。 

 

② 新制度において新たに短時間認定（最大８時間まで利用可能）の利用者負担が設定

されますが、国水準と同様に標準時間認定の９８．３％の利用料とする予定です。 

 

 新制度月額利用者負担（仮設定案） 

階 層 区 分 

（１３階層） 

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 

保育 

標準時間 
短時間 

保育 

標準時間 
短時間 

保育 

標準時間 
短時間 

A 
生活保護法による 

被保護世帯 
０円 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円 

Ｂ

１ 

市民税非課税 

母子世帯等※ 
０円 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円 

Ｂ

２ 

市民税非課税 

一般世帯 
５，０００円 ４，９００円 ３，０００円 ２，９００円 ３，０００円 ２，９００円 

Ｃ

１ 

市民税均等割額 

のみの世帯 
１０，０００円 ９，８００円 ８，０００円 ７，８００円 ８，０００円 ７，８００円 

Ｃ

２ 

市民税所得割額 

48,600円未満 
１２，０００円 １１，７００円 １０，０００円 ９，８００円 １０，０００円 ９，８００円 

Ｄ

１ 

市民税所得割額 

70,900円未満 
１７，０００円 １６，７００円 １５，０００円 １４，７００円 １５，０００円 １４，７００円 

Ｄ

２ 

市民税所得割額 

108.200円未満 
２５，０００円 ２４，５００円 ２３，０００円 ２２，６００円 ２３，０００円 ２２，６００円 

Ｄ

３ 

市民税所得割額 

138.100円未満 
３０，０００円 ２９，４００円 ２７，０００円 ２６，５００円 ２５，０００円 ２４，５００円 

Ｄ

４ 

市民税所得割額 

198,400円未満 
４０，０００円 ３９，３００円 ３０，０００円 ２９，４００円 ２８，０００円 ２７，５００円 

Ｄ

５ 

市民税所得割額 

297,400円未満 
４５，０００円 ４４，２００円 ３０，０００円 ２９，４００円 ２８，０００円 ２７，５００円 

Ｄ

６ 

市民税所得割額 

338,500円未満 
５４，０００円 ５３，０００円 ３０，０００円 ２９，４００円 ２８，０００円 ２７，５００円 

Ｄ

７ 

市民税所得割額 

397,000円未満 
５６，０００円 ５５，０００円 ３０，０００円 ２９，４００円 ２８，０００円 ２７，５００円 

Ｄ

８ 

市民税所得割額 

397,000円以上 
６７，０００円 ６５，８００円 ３５，０００円 ３４，４００円 ３２，０００円 ３１，４００円 
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